
一
頁

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
及
び
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律

（
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等

第
一
節

性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
等
（
第
五
条
―
第
十
条
）

第
二
節

事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置
（
第
十
一
条
―
第
十
三
条
）

第
三
節

事
業
主
に
対
す
る
国
の
援
助
（
第
十
四
条
）

第
三
章

紛
争
の
解
決



二
頁

第
一
節

紛
争
の
解
決
の
援
助
（
第
十
五
条
―
第
十
七
条
）

第
二
節

調
停
（
第
十
八
条
―
第
二
十
七
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
三
十
三
条
）

附
則

第
二
条
第
一
項
中
「
女
性
労
働
者
」
を
「
労
働
者
」
に
、
「
か
つ
、
母
性
を
尊
重
さ
れ
つ
つ
」
を
「
ま
た
、
女
性
労
働
者

に
あ
つ
て
は
母
性
を
尊
重
さ
れ
つ
つ
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
女
性
労
働
者
」
を
「
労
働
者
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
中
「
女
性
労
働
者
」
を
「
男
性
労
働
者
及
び
女
性
労
働
者
の
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
る
。

「
第
二
章

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
」
を
「
第
二
章

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男

女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
」
に
改
め
る
。

「
第
一
節

女
性
労
働
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
等
」
を
「
第
一
節

性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
）
」
を
付
し
、
同
条
中

「
女
性
に
対
し
て
男
性
と
」
を
「
そ
の
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
」
に
改
め
る
。



三
頁

第
六
条
及
び
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

事
業
主
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
性
別
を
理
由
と
し
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

一

労
働
者
の
配
置
（
業
務
の
配
分
及
び
権
限
の
付
与
を
含
む
。
）
、
昇
進
、
降
格
及
び
教
育
訓
練

二

住
宅
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
福
利
厚
生
の
措
置
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

三

労
働
者
の
職
種
及
び
雇
用
形
態
の
変
更

四

退
職
の
勧
奨
、
定
年
及
び
解
雇
並
び
に
労
働
契
約
の
更
新

（
性
別
以
外
の
事
由
を
要
件
と
す
る
措
置
）

第
七
条

事
業
主
は
、
募
集
及
び
採
用
並
び
に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
措
置
で
あ
つ
て
労
働
者
の
性
別
以
外
の

事
由
を
要
件
と
す
る
も
の
の
う
ち
、
措
置
の
要
件
を
満
た
す
男
性
及
び
女
性
の
比
率
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
実
質
的

に
性
別
を
理
由
と
す
る
差
別
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
措
置
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
措

置
の
対
象
と
な
る
業
務
の
性
質
に
照
ら
し
て
当
該
措
置
の
実
施
が
当
該
業
務
の
遂
行
上
特
に
必
要
で
あ
る
場
合
、
事
業
の

運
営
の
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
措
置
の
実
施
が
雇
用
管
理
上
特
に
必
要
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場



四
頁

合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
講
じ
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
中
「
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

婚
姻
、
妊
娠
、
出
産
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等
）

第
九
条

事
業
主
は
、
女
性
労
働
者
が
婚
姻
し
、
妊
娠
し
、
又
は
出
産
し
た
こ
と
を
退
職
理
由
と
し
て
予
定
す
る
定
め
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

２

事
業
主
は
、
女
性
労
働
者
が
婚
姻
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
解
雇
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
が
妊
娠
し
た
こ
と
、
出
産
し
た
こ
と
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
請
求
し
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

休
業
を
し
た
こ
と
そ
の
他
の
妊
娠
又
は
出
産
に
関
す
る
事
由
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
理
由
と
し
て
、

当
該
女
性
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
及
び
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
性
労
働
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
解
雇
は
、
無
効
と
す
る
。



五
頁

た
だ
し
、
事
業
主
が
当
該
解
雇
が
前
項
に
規
定
す
る
事
由
を
理
由
と
す
る
解
雇
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
十
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
」
を
「
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
二
章
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
章
第
一
節
及
び
第
三
節
、
前
章
、
第
二
十
九
条

並
び
に
第
三
十
条
」
に
、
「
第
三
章
」
を
「
第
二
章
第
二
節
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
第
三

項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
」
に
、
「
第
七
条

、
第
十
二
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
二
号
、
第
七
条
、
第
九
条
第
三
項
、
第
十
二
条
及

び
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
九
条
第
三
項
」
に
、
「
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を

「
の
規
定
に
よ
る
休
業
を
請
求
し
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し

く
は
」
を
「
第
八
十
七
条
第
一
項
又
は
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
」
を
「

第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
中
「
個
別
労
働
関
係
紛
争
解

決
促
進
法
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
中
「
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中



六
頁

「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
章
第
二
節
」
を
「
前
章
第
二
節
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
」
を
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
」
に
、
「
第
十
七
条
及
び
第

十
八
条
」
を
「
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
十
九
条
中
」
を
「
第
二
十
七
条
中

」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
八
条
ま
で
」
を
「
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二

条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
女
性
労
働
者
」
を
「
男
性
労
働
者
及
び
女
性
労
働
者
の
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

八
条
と
す
る
。

第
二
章
第
三
節
及
び
第
三
章
を
削
る
。

第
二
章
第
二
節
中
第
十
九
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
十
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
資
料
提
供
の
要
求
等
）
」
を
付
し
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
十
七
条
を
第
二
十

二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
二
十
三
条

委
員
会
は
、
調
停
に
係
る
紛
争
に
つ
い
て
調
停
に
よ
る
解
決
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
調
停
を



七
頁

打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
停
を
打
ち
切
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
関
係
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
時
効
の
中
断
）

第
二
十
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
停
が
打
ち
切
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
停
の
申
請
を
し
た
者
が
同
条

第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
調
停
の
目
的
と
な
つ
た
請
求
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
は
、
時

効
の
中
断
に
関
し
て
は
、
調
停
の
申
請
の
時
に
、
訴
え
の
提
起
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
訴
訟
手
続
の
中
止
）

第
二
十
五
条

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
の
う
ち
民
事
上
の
紛
争
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
関
係
当
事
者
間
に
訴
訟

が
係
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
り
、
か
つ
、
関
係
当
事
者
の
共
同
の
申
立
て

が
あ
る
と
き
は
、
受
訴
裁
判
所
は
、
四
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
訴
訟
手
続
を
中
止
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
紛
争
に
つ
い
て
、
関
係
当
事
者
間
に
お
い
て
調
停
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。



八
頁

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
関
係
当
事
者
間
に
調
停
に
よ
つ
て
当
該
紛
争
の
解
決
を
図
る
旨
の
合
意
が
あ
る
こ

と
。

２

受
訴
裁
判
所
は
、
い
つ
で
も
前
項
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
決
定
を
取
り
消
す
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
六
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
条

委
員
会
は
、
調
停
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
当
事
者
の
出
頭
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
く

こ
と
が
で
き
る
。

２

委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
の
紛
争
に
係
る
調
停
の
た
め
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
、
か
つ
、
関
係
当
事
者
の
双
方
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
関
係
当
事
者
の
ほ
か
、
当
該
事
件
に
係
る

職
場
に
お
い
て
性
的
な
言
動
を
行
つ
た
と
さ
れ
る
者
の
出
頭
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
、
「
第
五
条
に
定
め
る
事
項
」
を
「
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用

」
に
、
「
個
別
労
働
関
係
紛
争
解
決
促
進
法
」
を
「
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条



九
頁

第
二
項
中
「
女
性
労
働
者
」
を
「
労
働
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
女
性
労
働
者
」
を
「
労
働
者
」
に
改
め
、
第
二
章
第
一
節
中
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
に
関
す
る
事
業
主
の
措
置
で
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
も
の
に
つ
い
て
の
女
性
労
働
者
」
を
「
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
及
び
第

十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
労
働
者
」
に
改
め
、
「
。
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
「
個
別
労
働
関
係
紛
争

解
決
促
進
法
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
第
十
九
条
ま
で
に
」
を
「
第
二
十
七
条
ま
で
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と

す
る
。

第
十
一
条
中
「
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
定
め
る
事
項
」
を
「
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一

項
に
定
め
る
事
項
（
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
、
「
女
性
労
働
者
」
を
「
労
働
者
」
に
改
め

、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
章
名
及
び
節
名
を
付
す
る
。

第
三
章

紛
争
の
解
決

第
一
節

紛
争
の
解
決
の
援
助

第
十
条
の
次
に
次
の
二
節
を
加
え
る
。



一
〇
頁

第
二
節

事
業
主
の
講
ず
べ
き
措
置

（
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
雇
用
管
理
上
の
措
置
）

第
十
一
条

事
業
主
は
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
に
対
す
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
対
応
に
よ
り
当
該
労

働
者
が
そ
の
労
働
条
件
に
つ
き
不
利
益
を
受
け
、
又
は
当
該
性
的
な
言
動
に
よ
り
当
該
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
該
労
働
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
雇
用

管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図

る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
指
針
の
策
定
及
び
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
四
項
中
「
聴
く
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
求
め
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
聴
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
健
康
管
理
に
関
す
る
措
置
）

第
十
二
条

事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
が
母
子
保
健
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
確
保
す
る
こ



一
一
頁

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
女
性
労
働
者
が
前
条
の
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ
く
指
導
事
項
を
守
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
勤
務
時
間
の
変
更
、
勤
務
の
軽
減
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図

る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
指
針
の
策
定
及
び
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
四
項
中
「
聴
く
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
求
め
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
聴
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

事
業
主
に
対
す
る
国
の
援
助

第
十
四
条

国
は
、
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
事
業

主
が
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
の
支
障
と
な
つ
て
い
る
事
情
を
改
善
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
に
対
し
、
相
談
そ
の
他
の
援
助

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
配
置
そ
の
他
雇
用
に
関
す
る
状
況
の
分
析



一
二
頁

二

前
号
の
分
析
に
基
づ
き
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
の
支
障
と
な
つ
て
い
る
事
情

を
改
善
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
と
な
る
措
置
に
関
す
る
計
画
の
作
成

三

前
号
の
計
画
で
定
め
る
措
置
の
実
施

四

前
三
号
の
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備

五

前
各
号
の
措
置
の
実
施
状
況
の
開
示

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
五
章

罰
則

第
三
十
三
条

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
る
。

（
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
女
性
」
を
「
妊
産
婦
等
」
に
改
め
る
。

「
第
六
章
の
二

女
性
」
を
「
第
六
章
の
二

妊
産
婦
等
」
に
改
め
る
。



一
三
頁

第
六
十
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
坑
内
業
務
の
就
業
制
限
）

第
六
十
四
条
の
二

使
用
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
女
性
を
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

妊
娠
中
の
女
性
及
び
坑
内
で
行
わ
れ
る
業
務
に
従
事
し
な
い
旨
を
使
用
者
に
申
し
出
た
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女

性

坑
内
で
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
女
性
以
外
の
満
十
八
歳
以
上
の
女
性

坑
内
で
行
わ
れ
る
業
務
の
う
ち
人
力
に
よ
り
行
わ
れ
る
掘
削

の
業
務
そ
の
他
の
女
性
に
有
害
な
業
務
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

第
六
十
四
条
の
三
の
見
出
し
中
「
妊
産
婦
等
に
係
る
」
を
削
る
。

第
七
十
条
中
「
並
び
に
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
四
条
の
二
の
年
少
者
及
び
女
性
の
坑
内
労
働
の
禁
止
」
を
「
、
第
六
十

三
条
の
年
少
者
の
坑
内
労
働
の
禁
止
並
び
に
第
六
十
四
条
の
二
の
妊
産
婦
等
の
坑
内
業
務
の
就
業
制
限
」
に
、
「
満
十
六
才

」
を
「
満
十
六
歳
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



一
四
頁

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
中
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号

）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号

）
第
六
条
第
一
項
の
紛
争
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
係
属
し
て
い
る
同
法
第
五
条
第
一
項
の
あ
っ
せ

ん
に
係
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
時
効
の
中
断
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
委
員
会
に
係
属
し
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男

女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
調
停
に
関
し
当
該
調
停
の
目
的
と
な
っ
て
い
る

請
求
に
つ
い
て
の
新
法
第
二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
、
調
停
の
申
請
が
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。



一
五
頁

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
検
討
）

第
五
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法

第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
船
員
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
一
条
中
「
第
三
章
」
を
「
第
九
条
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第

二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
第
五
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め

る
。

（
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
改
正
）



一
六
頁

第
七
条

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
四
条
第
六
項
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年

法
律
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
の
二
中
「
第
三
章
」
を
「
第
九
条
第
三
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、

「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



一
七
頁

理

由

労
働
者
が
性
別
に
よ
り
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、
女
性
労
働
者
が
母
性
を
尊
重
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
能
力
を
十
分
に
発

揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
雇
用
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
性
差
別
禁
止
の
範
囲
を
拡
大
し
、
妊
娠
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱

い
を
禁
止
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
女
性
の
坑
内
労
働
に
関
す
る
規
制
を
緩
和
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が

、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


